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 市第 159 号議案 

   横浜市総合保健医療センター条例の一部改正 

 横浜市総合保健医療センター条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

   平成22年２月16日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市総合保健医療センター条例の一部を改正する条例 

 横浜市総合保健医療センター条例（平成４年３月横浜市条例第25

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第４号中「入所」の次に「又は通所」を加える。 

 第３条第１項第３号中「障害者自立支援法（平成17年法律第 123

号。以下「法」という。）附則第48条の規定によりなお従前の例に

より運営することができることとされた法附則第46条の規定による

改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律

第 123 号）第50条の２第１項第１号に掲げる精神障害者生活訓練施

設並びに」を「自立訓練施設、」に改める。 

 第６条に次の１項を加える。 

５ 前３項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に

伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されて

いるもの（以下「現指定管理者」という。）から提出させた事業

計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮し

て、現指定管理者がセンターの設置の目的を最も効果的に達成す

ることができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者

として指定することができる。 
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  第８条第２号の２中「法第５条第８項」を「障害者自立支援法（

平成17年法律第 123 号。以下「法」という。）第５条第８項」に改

め、「短期入所」という。）を受ける場合」の次に「、自立訓練施

設において同条第13項に規定する自立訓練（以下「自立訓練」とい

う。）を受ける場合」を、「定められた短期入所」の次に「、自立

訓練」を加え、同条第２号の３中「（短期入所」の次に「、自立訓

練」を、「短期入所に準ずるサービスを受ける場合」の次に「、自

立訓練施設において自立訓練に準ずるサービスを受ける場合」を、

「定められた短期入所」の次に「、自立訓練」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例第８

条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金につ

いて適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前

の例による。 

 

   提 案 理 由 

 横浜市総合保健医療センターについて障害者自立支援法に規定す

る自立訓練を提供する施設に移行するとともに、指定管理者の指定

の手続を変更する等のため、横浜市総合保健医療センター条例の一

部を改正したいので提案する。 
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  参  考  

   横 浜 市 総 合 保 健 医 療 セ ン タ ー 条 例 （ 抜 粋 ） 

                    上 段  改 正 案  
                    (下 段  現  行)   

   

 （ 事 業 ）   

第 ２ 条  セ ン タ ー は 、 次 の 事 業 を 行 う 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

           又 は 通 所 
 (4) 精 神 障 害 者 の 入 所     に よ る 生 活 訓 練 、 通 所 に よ る 就 労 
 

訓 練 及 び デ イ ・ ケ ア （ 通 所 に よ る 施 設 の 利 用 を 通 じ て 行 う 生 活

指 導 、 作 業 指 導 等 を い う 。）  

   （ 第 ５ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 省 略 ） 

 （ 施 設 ） 

第 ３ 条  前 条 各 号 に 掲 げ る 事 業 を 行 う た め 、 セ ン タ ー に 次 の 施 設 を

置 く 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

   自 立 訓 練 施 設 、                      
 (3)  
   障 害 者 自 立 支 援 法 （ 平 成 17 年 法 律 第 123 号 。 以 下 「 法 」 と い 

                             
う 。） 附 則 第 48 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ り 運 営 す る こ 

                             
と が で き る こ と と さ れ た 法 附 則 第 46 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 精 

                             
神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 25 年 法 律 第 123  

                             
号 ） 第 50 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 精 神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設 

    
   就 労 支 援 施 設 及 び 精 神 科 デ イ ・ ケ ア 施 設 
並 び に         

   （ 第 ４ 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

第 ６ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  前 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 指 定 管 理 者 の 指 定 の 期 間 の 満 了 に 
 

伴 い 指 定 管 理 者 を 指 定 す る 場 合 で 、 指 定 管 理 者 と し て 指 定 さ れ て 
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い る も の （ 以 下 「 現 指 定 管 理 者 」 と い う 。） か ら 提 出 さ せ た 事 業 
 

計 画 書 そ の 他 規 則 で 定 め る 書 類 を 審 査 し 、 か つ 、 実 績 等 を 考 慮 し 
 

て 、 現 指 定 管 理 者 が セ ン タ ー の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 達 成 す 
 

る こ と が で き る と 認 め ら れ る と き は 、 現 指 定 管 理 者 を 指 定 管 理 者 
 

と し て 指 定 す る こ と が で き る 。 
 

 （ 利 用 料 金 ） 

第 ８ 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る

額 を 合 算 し て 得 た 額 の 当 該 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と

い う 。） を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

     障 害 者 自 立 支 援 法 （ 平 成 17 年 法 律 第 123 号 。 以 下 「 法 」 
 (2) の ２ 
     法 第 ５ 条 第 ８ 項 

  と い う 。） 第 ５ 条 第 ８ 項 
             に 規 定 す る 短 期 入 所 （ 以 下 「 短 期 入 所 
 

              、 自 立 訓 練 施 設 に お い て 同 条 第 13 項
  」 と い う 。） を 受 け る 場 合 
 

  に 規 定 す る 自 立 訓 練 （ 以 下 「 自 立 訓 練 」 と い う 。） を 受 け る 場 
 

  合  
   又 は 就 労 支 援 施 設 に お い て 同 条 第 14 項 に 規 定 す る 就 労 移 行 支 
 

  援 （ 以 下 「 就 労 移 行 支 援 」 と い う 。） を 受 け る 場 合 は 、 法 第 29  

                     、 自 立 訓 練 
  条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 短 期 入 所      又 は 就 労 
 

移 行 支 援 に 係 る 費 用 の 額 及 び 同 条 第 １ 項 に 定 め る 特 定 費 用 の 実

費 相 当 額 の 範 囲 内 で 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額 

 (2) の ３  法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 支 給 決 定 （ 

      、 自 立 訓 練 
  短 期 入 所      又 は 就 労 移 行 支 援 に 係 る も の に 限 る 。） を 
 

                             、
  受 け た 者 以 外 の 者 が 短 期 入 所 に 準 ず る サ ー ビ ス を 受 け る 場 合 
 

  自 立 訓 練 施 設 に お い て 自 立 訓 練 に 準 ず る サ ー ビ ス を 受 け る 場 合 
 

又 は 就 労 支 援 施 設 に お い て 就 労 移 行 支 援 に 準 ず る サ ー ビ ス を 受 

け る 場 合 は 、 法 第 29 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 短 期 入 所 
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  、 自 立 訓 練 
       又 は 就 労 移 行 支 援 に 係 る 費 用 の 額 の 10 分 の １ の 額 及 
 
 

び 同 条 第 １ 項 に 定 め る 特 定 費 用 の 実 費 相 当 額 の 範 囲 内 で 指 定 管

理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額 

   （ 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ）  
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